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公衆浴場施設における
家族風呂の規制緩和

公衆浴場施設では男女混浴が禁止されているため、旅館のように個室の家族風呂を設置することができない。しかし家族やカップ
ルなどであれば一緒に利用しても問題なく過剰の規制と思われるので、家族風呂は可とすることを提案する。
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